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熊本県議会 建設常任委員会会議記録第 １ 回

平成19年５月11日（金曜日）

午前11時４分開議

午前11時10分閉会

本日の会議に付した事件

正副委員長互選

閉会中の継続審査事件（所管事務調査）に

ついて

出席委員（８人）

委 員 長 井 手 順 雄

副委員長 溝 口 幸 治

委 員 山 本 秀 久

委 員 児 玉 文 雄

委 員 渡 辺 利 男

委 員 岩 中 伸 司

委 員 堤 泰 宏

委 員 森 浩 二

欠席委員 なし

委員外議員 なし

事務局職員出席者

議事課課長補佐 坂 本 道 信

政務調査課課長補佐 野 白 三 郎

午前11時４分開議

〇坂本議事課課長補佐 担当書記の坂本でご

ざいます。

本日は、改選後最初の委員会でございます

ので、まず、正副委員長の互選をお願いしま

す。

委員会条例第６条の２第２項の規定により

まして、年長の委員に委員長互選の職務を行

っていただくことになっております。

本委員会の年長の委員は山本委員でござい

ます。それでは、山本先生よろしくお願いい

たします。

（山本委員 委員長席に着席）

○山本秀久年長委員 私が年長の委員である

そうでございますので、ただいまから第１回

の建設常任委員会を開会いたします。

まず、委員長の互選につきましては、どの

ような方法がよろしゅうございますか。

（ 年長委員一任」と呼ぶ者あり）「

○山本秀久年長委員 私に一任という意見が

ありましたが、御異議ありませんか。

（ 異議なし」と呼ぶ者あり）「

○山本秀久年長委員 私に一任ということで

ありますので、委員長には井手委員を指名し

たいと思いますが、よろしゅうございましょ

うか。

（ はい」と呼ぶ者あり）「

○山本秀久年長委員 異議なしということで

ございますので、これで、私は委員長の席を

退席させていただきます。ありがとうござい

ました。

（山本委員退席、井手委員長着席）

○井手順雄委員長 ただいま、一任していた

だきましてありがとうございました。

１年間、建設委員長として、一生懸命、頑

張らしていただきます。先生方と一緒になっ

て、建設、大変重要な機転に来ているという

認識を持っております。今後とも、この基幹

産業であります建設というのをより一層深め

て、いい方向に持っていくような委員会であ

るという形に持っていきたいと思いますの

で、どうか御協力をひとつよろしくお願いい

たします （拍手）。

それでは、引き続き副委員長の互選を行い

ます。

まず、副委員長の互選の方法について、お

諮りします。

○渡辺利男委員 すべて委員長も副委員長も
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議会内のポストを自民党で独占されるのはお

かしいと私どもは思っていますから、せめて

副委員長については、ここで投票で決めてい

ただきたいと思います。

○井手順雄委員長 渡辺委員の方から、投票

という声がありました。それでは、副委員長

の選出を行いますが、投票でよろしゅうござ

いますか。

（ はい」と呼ぶ者あり）「

○井手順雄委員長 それでは、投票というこ

とで副委員長を選出いたします。

、 、 、なお 投票の結果 投票数が同数の場合は

くじにて定めることにいたしますが、これに

御異議ありませんか。

（ はい」と呼ぶ者あり）「

○井手順雄委員長 御異議なしと認めます。

それでは、事務局から投票用紙を配付させ

ます。お願いします。

（投票用紙配付）

○井手順雄委員長 それでは、随時、投票よ

ろしくお願いします。

（各委員投票）

○井手順雄委員長 すぐ作業に取りかかって

ください。

（開票）

○井手順雄委員長 それでは、選挙の結果を

報告します。

投票総数 ８票

有効投票 ８票

無効投票 ０票

有効投票中

溝口委員 ５票

渡辺委員 ３票

よって、溝口委員が副委員長に決定しまし

た。

それでは、溝口副委員長から就任のごあい

さつをお願いいたします。

（溝口副委員長着席）

○溝口幸治副委員長 お世話になります。選

挙にて副委員長に選任いただきました溝口で

す。皆様方に協力いただきまして井手委員長

を支えてしっかり頑張りたいと思いますの

で、よろしくお願いいたします （拍手）。

○井手順雄委員長 次に、閉会中の継続審査

事件について、お諮りいたします。

本委員会の所管事務につきましては、閉会

中も継続して審査する必要がありますので、

会議規則第82条の規定に基づき、委員会次第

、 、に記載のとおり 議長に申し出てよろしいか

お諮りいたします。

（ はい」と呼ぶ者あり）「

○井手順雄委員長 それでは、議長に対して

申し出を行うことに決定しました。

、 。それでは 本日の委員会を閉会いたします

午前11時10分閉会

熊本県議会委員会条例第29条の規定により

ここに署名する

建設常任委員会委員長


